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バルコニー等 容易に破壊できる隔板 避難器具の降着面 次の避難器具 

第 15-18図 

バルコニー等 避難器具の降着面 容易に破壊できる隔板 次の避難器具 

（望ましくない例） 

倉庫 便所 便所 

廊下 

避難器具 

事務室 

 
屋外で、 
避難上支障となるものを
設けない。 

避難通路 
 
隣地境界線 

道路 

第 15-19図 
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操作面積 
0.5 ㎡以上 

（当該器具の水平投影面積を除く。）
一辺の長さはそれぞれ 0.6ｍ以上 

降下口 
直径 0.5ｍ以上の円が内接 

下ぶた 
 

0.3ｍ以上0.5ｍ以下(注) 

縦棒 

降下空間 

0.65ｍ以上 
0.2ｍ 
以上 

0.2ｍ 
以上 

0.1ｍ以上 
1.8ｍ以上 
 

0.25ｍ以上0. 35ｍ以下
(注) 

横桟 

0.5ｍ以下 

(固定はしごの設置例) 

(注)金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令（昭和 40年自治省令第３号）第３条関係 
○避難はしごのうち、縦棒の数が２本以上であるものの縦棒の間隔は、内法寸法で 0.3ｍ以上 

 0.5ｍ以下でなければならない。 
○避難はしごの横桟は、直径 14㎜以上 35㎜以下の円形の断面を有するもの又はこれと同等の 
握り太さの他の形状の断面を有するものでなければならない。 

○避難はしごの横桟は、縦棒に同一間隔に取り付けられたものであり、かつ、当該間隔は、  
0.25ｍ以上 0.35ｍ以下でなければならない。 

○避難はしごの横桟の踏面は、滑り止めの措置を講じたものでなければならない。 

第 15-20図 
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有効開口幅 

0.5m 以上 

有効開口幅 

0.45m 以上 

又は 

第 15-21図 

0.
8m

 以
上

 

1.
0m

 以
上

 

（取付部の開口部の大きさ） 

固定又は半固定
のステップ等 

1.2ｍ以下 1.2ｍを超える 

第 15-22図 

取
付
部
の
開
口
部 

取
付
部
の
開
口
部 

避難はしご 

0.5 ㎡以上 

0.6ｍ以上 

0.
6ｍ

以
上

 

0.
6ｍ

以
上

 

 

 
降下口 

第 15-23図 

(注)避難はしごの操作に支障がない位置に設ける。 

0.6ｍ以上 

0.5 ㎡以上 

(操作面積) 
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(降下空間) 

第 15-24図 

避難はしご 

0.5ｍ以下 

第 15-25図 

降着面 

0.2ｍ以上 

第 15-26図 

0.1ｍ以上 

避難はしご 

0.65ｍ以上 

0.2ｍ以上 

(避難空地) 
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（収納時） 
 
固定フック受け 

 
（0.45ｍ以上） 

 
（0.45ｍ以上） 

 
（0.45ｍ以上） 

第 15-27図 

 
（

1.
0ｍ

以
上
）

 
 

（
1.

0ｍ
以
上
）

 
 

（
1.

0ｍ
以
上
）
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架空電線 

2ｍ以上 
0.8ｍ以上 
（1ｍ以上） 

1.2ｍ以下
又は 

ステップ等 架空電線 
 

1.2ｍ以上 

操作面積 
0.5 ㎡以上 

一辺の長さ 0.6ｍ以上 

降下空間 

0.1ｍ以上 
0.65ｍ以上 0.2ｍ 

以上 
0.2ｍ 
以上 

突子 

0.5ｍ 
以下 

第 15-28図 

取
付
部
の
開
口
部 

取
付
部
の
開
口
部 

0.5ｍ以上 
（0.45ｍ以上） 

(つり下げ式の避難はしごの設置例) 
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第 15-29図 

0.6ｍ以上 0.5 ㎡以上 

0.6ｍ以上 

取付部の開口部 
(操作面積) 

第 15-30図 

(降下空間) 

突子 突子 

第 15-31図 

(望ましくない例) 
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避難はしご 

0.5ｍ以下 

第 15-32図 

降着面 

0.1ｍ以上 

避難はしご 

0.65ｍ以上 

第 15-33図 

(避難空地) 
0.2ｍ以上 0.2ｍ以上 

避難空地の最大幅員 
（１ｍを超えるもの
にあっては、１ｍと
すること。）以上 

避難はしご 

事務室 

廊下 

便所 便所 倉   庫  

隣地境界線 

隣
地
境
界
線 

第 15-34図 

隣地境界線

避難通路 

道路 
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 第 15-35図 

（避難器具用ハッチに格納した金属製避難はしごの設置例） 

バルコニー等外気に接する部分 

操作面積 
0.5 ㎡以上 

（当該器具の水平投影面積を除く。）
一辺の長さはそれぞれ 0.6ｍ以上 0.6ｍ以上           0.6ｍ以上 

隔板 

下ぶた 

降下空間 

1.8ｍ以上 

0.5ｍ以下 
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３階  

２階  

１階  

第 15-36図 

第 15-37図 

避難上の安全性が
確保された距離 

直上階の避難空地 

0.6ｍ以上        0.6ｍ以上 

バルコニー等 

取付部 

隔
板 

避難器具用ハッチ 

0.5 ㎡以上 

0.6ｍ以上 

0.
6ｍ

以
上

 

0.
6ｍ

以
上

 

第 15-38図 

避難器具用ハッチ 

0.6ｍ以上 

0.5 ㎡以上 

(操作面積) 

(注)避難はしごの操作に支障がない位置に設ける。 
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避難器具用ハッチの開口部の 
面積以上を有する角柱形の範囲 

第 15-39図 

（降下空間） 

避難はしご 

0.5ｍ以下 

第 15-40図 

降着面 

降下空間の 
水平投影面積以上の面積 

バルコニー等 

第 15-41図 

(避難空地) 
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架空電線 
0.5ｍ以上 

（0.45ｍ以上） 

2ｍ以上 

0.8ｍ以上 
（1ｍ以上） 

ステップ 

1.5ｍ以上 
1.8ｍ以下 

架空電線 
 

1.2ｍ以上 

1.2ｍ以下 

降下空間 

操作面積 
0.5 ㎡以上 

一辺の長さ 0.6ｍ以上 

0.15ｍ以上 
0.3ｍ以下 

半径 
0.5ｍ以上 0.5ｍ以上 0.5ｍ以上 

半径 半径 

降着面等から
プラスマイナス 0.5ｍ 

第 15-42図 

（緩降機の設置例） 

取
付
部
の
開
口
部 

取
付
部
の
開
口
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緩降機のロープの長さは 
降着面等から 
プラスマイナス 0.5ｍ 

第 15-43図 

1.5ｍ以上 
1.8ｍ以下 

床からの高さが 0.5ｍ以上の場合は、  
固定又は半固定のステップ等を設ける。 

1.2ｍ以下 

第 15-44図 
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0.
6ｍ

以
上

 

0.5㎡以上 

0.6ｍ以上 (注)緩降機の操作に支障がない位置に設ける。 

第 15-45図 

（操作面積） 

第 15-46図 

（降下空間） 
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（降下空間を他の緩降機と共用する場合の例） 

0.15ｍ以上 
0.3ｍ以下 
 

0.15ｍ以上 
0.3ｍ以下 

0.5ｍ以下 

第 15-47図 

器具相互の中心を 0.5ｍまで
近接させることができる 
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0.
6ｍ

以
上

 
架
空
電
線

 

0.
6ｍ

以
上

 

(注
)使

用
の
際
、
袋
の
展
張
状
態

を
近
く
の
開
口
部
等
（
当
該
開

口
部
を
含
む
。
）
か
ら
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

 

1.
2ｍ

以
下

又
は

 
ス
テ
ッ
プ
等

 
2ｍ

以
上

 

Ｈ
 

操
作
面
積

 
救
助
袋
設
置
部
分
を
含
み
、

 
2.

25
 ㎡
以
上

  
幅

 1
.5
ｍ
以
上
、

 
奥
行

 1
.5
ｍ
以
上

 

降
下
空
間

 
避
難
空
地

 
2.

5ｍ
以
上

 

固
定
環

 
緩
衝
装
置

 

無
荷
重
の
状
態
に
お
い
て

 0
.5
ｍ
以
下

 
Ｌ
＝
Ｈ
×

0.
2 

（斜降式の救助袋の設置例） 

取 付 部 の 開 口 部 

第 15-48図 
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有効開口幅 

0.6ｍ以上 

第 15-49図 

（取付部の開口部の大きさ） 

(注)使用の際、袋の展張状態を 
近くの開口部等（当該開口 
部を含む。）から確認する 
ことができること。 

0.6ｍ以上 

 
器   具  

 
 1.5ｍ以上 

1.5ｍ以上 

第 15-50図 

（操作面積） 

第 15-51図 

 
 

１ｍ 
以上 

１ｍ 
以上 

１ｍ 
以上 

１ｍ 
以上 

Ｌ＝Ｈ×0.2 

Ｈ 

（降下空間） 

袋
の
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第 15-52図 

（避難空地） 

１ｍ以上 

１ｍ以上 

2.5ｍ以上 

第 15-53図 

無荷重の状態において 0.5ｍ以下
降着面 

袋本体の下部出口部 
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架空電線 

2ｍ以上 

1.2ｍ以下
又は 

ステップ等 

0.6ｍ以上 

(注)使用の際、袋の展張状態を
近くの開口部等（当該開口
部を含む。）から確認する
ことができること。 

架空電線 

1.2ｍ以上 

操作面積 
救助袋設置部分を含み、 

2.25 ㎡以上 
 幅 1.5ｍ以上、

奥行 1.5ｍ以上 

降下空間 

器具の中心から
半径１ｍ以上 

救助袋と壁との間隔は  
0.3ｍ以上とすることができる 

把手 

緩衝装置 

無荷重の状態において 0.5ｍ以下 

0.
6ｍ

以
上

 

第 15-54図 

（垂直式の救助袋の設置例） 
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器   具  

 
 1.5ｍ以上 

1.5ｍ以上 

第 15-55図 

（操作面積） 

（降下空間） 

第 15-56図 
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0.3ｍ以上 

第 15-57図 

壁 

第 15-58図 

無荷重の状態において 0.5ｍ以下 

降着面 

救助袋 
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バルコニー等外気に接する部分 

（避難器具用ハッチに格納した救助袋の設置例） 

第 15-59図 

0.6ｍ以上           0.6ｍ以上 

操作面積 
0.5 ㎡以上 

（当該器具の水平投影面積を除く。）
一辺の長さはそれぞれ 0.6ｍ以上 

1.8ｍ以上 

降下空間 

緩衝装置 

0.5ｍ以下 

把手 

隔板 

下ぶた 
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３階 

２階  

１階  

第 15-60図 

避難器具用ハッチ 

0.5 ㎡以上 

0.6ｍ以上 

0.
6ｍ

以
上

 

0.
6ｍ

以
上

 

第 15-61図 

避難器具用ハッチ 

0.6ｍ以上 

0.5 ㎡以上 

(操作面積) 

(注)避難袋の操作に支障がない位置に設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（降下空間） 

避難器具用ハッチの開口部の 
面積以上を有する角柱形の範囲 

第 15-62図 


